
≪ 社協マイクロバスのご利用のルール等 ≫ 

＜使用のルール＞ 

１．保有マイクロバス 

  ①日野ﾘｴｯｾ・レッド（運転手含め 23 人乗り、運転手席 1、車いす席 2 含む） 

②日野ﾘｴｯｾ・グリーン（運転手含め 29 人乗り、運転手席 1 含む） 

２．利用対象 

本会と直接関係のある福祉団体 (観光やレクリエーションは対象外) 

３．運行条件 

①使用人数は、10 人以上 

②運行可能区域は総運行距離 200 キロ以内（i プラザを起点） 

③運行日は、平日のみ 

土、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)を除く 

④運行時間は、8：30～17：15 ※社協から「鍵」借りて「鍵」を返す時間 

４．運転手      

利用団体が社協マイクロバス運転登録者名簿から選び、直接依頼してください。 

５．貸出料金     

無料 但し燃料(軽油)は満タンにして返却 

６．使用申請手順 

  ①社協へ車両の仮予約（電話でも可）＊特に春と秋は込み合います。 

   利用日の属する月を除き、６カ月前から利用日の１０日前まで。 

    予約可能月(7 月)          利用希望月(1 月) 

例) 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 

②運転手に依頼（名簿から選び直接連絡） 

③社協へ書類提出 ※土日祝、年末年始を除く 10 日前まで 

  （利用申請書・行程表・乗車名簿・返信用封筒(切手 84 円添付)） 

④利用許可証の発行(いただいた返信用封筒で郵送)⇒利用団体から運転手へ写を渡す 

⑤カギの受取（当日 8:30～） 

７.利用時に気を付けて頂きたいこと 

①運転手との詳細な打ち合わせ 

   行程表の提示（時間、集合場所、行き先、住所、電話番号、解散場所） 

   鍵の受取に必要なため使用許可書の写しを運転手に渡してください。 

②集合場所の使用許可 

民間のバス停や路上での途中下車等はできません。      裏面に続く 



③運行中の席の移動等 

   挨拶等は運行前、休憩中、昼食時等に行い、運行にご協力ください。 

④解散時 忘れ物のチェックと車内清掃（団体の責任でお願いします。） 

 

＜使用団体へお願い＞ 

□ 使用後は、燃料(軽油)を満タンにして返却してください。(ⅰプラザ近くで給油) 

□ 車内は禁酒、禁煙です。 

□ 降車する際は、必ず忘れ物のチェックと車内清掃（ゴミ拾い、床掃除、窓閉め、カー

テンをしばる）と車椅子の固定をお願いします。 

□ 運転手へは、マイクロバス保管場所までの往復に要する実費等をご配慮ください。

（2,000 円）＊2,000 円に金額を上乗せすることは避けてください。 

□ 運転手の昼食や入館料等もご配慮ください。 

□ 使用後、使用責任者が運転日誌を、運転手が運行前後点検表をご記入ください。 

□ 交通事情等により車両の返却が遅くなる場合は、17 時 15 分前にご連絡ください。 

社協事務所（i プラザ内） 生活支援係 0538－37－4864 

□ 交通事故や急病人への対応のために使用責任者の緊急連絡先を必ず携帯して下さい。 

□ 乗車する方に、走行中のシートベルトの着用をお願いして下さい。 

  運行中に席を立つことや移動はおやめいただき、安全運転にご協力ください。 

□  行程は余裕を持った内容にしてください。過密な行程は運転手を焦らせ、事故の危   

険性を高めます。 

 

 

 

 

 

R5.4.1 社会福祉法人磐田市社会福祉協議会 

社協のマイクロバス貸出事業は、皆様からの社協会費と 

マイクロバスバス運転登録者で成り立っている事業です。 

ルールを守ってご利用ください！ 
 


